
記
資
格
取
得
の
た
め
の
養
成
機

関
に
入
り
、
対
象
資
格
の
取
得

が
見
込
ま
れ
る

支
給
額
…
月
額
十
万
三
千
円

支
給
期
間
…
全
課
程
の
う
ち
、
最

後
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間
に
対
し
、
十
二
か
月
を
限
度

と
し
て
支
給

問
い
合
わ
せ
…
子
育
て
支
援
課
家

庭
児
童
相
談
担
当
・
℡
内
線
２

５
８
５

特
別
障
害
給
付
金
制
度

に
つ
い
て

国
民
年
金
制
度
が
発
展
す
る
過

程
で
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
た
め
に
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
、
障
害

の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た
制
度
で

す
。
該
当
す
る
方
は
、
請
求
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
の
認
定
は
過
去
の

状
況
な
ど
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
な
ど
、
た
い
へ
ん
時
間
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

対
象次

の
①
か
②
の
期
間
中
に
初
診

日
が
あ
り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年

金
一
級
・
二
級
相
当
の
障
害
の
あ

る
方
（
国
民
年
金
法
障
害
等
級
表

舗
な
ど
は
、
六
月
に
県
内
の
子
育

て
家
庭
に
配
布
を
予
定
し
て
い
る

「
協
賛
店
舗
等
一
覧
」
に
掲
載
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
事
業
に
つ
い
て
＝

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担

当
・
℡
内
線
２
５
８
１$

協
賛

店
舗
な
ど
に
つ
い
て
＝
商
工
振

興
課
商
業
支
援
担
当
・
℡
内
線

２
７
２
２
・
FAX
２
２
６-

４
１

０
２
・
Ｅ
メ
ー
ル
＝shokoshinko

@city.kawagoe.saitama.jp
高
等
技
能
訓
練
促
進
費

を
支
給
し
ま
す

看
護
師
（
准
看
護
師
を
除

く
）
・
介
護
福
祉
士
・
保
育
士
・

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
資

格
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る

が
、
経
済
的
に
困
難
な
母
子
家
庭

の
母
に
、
訓
練
促
進
費
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
申
請
に
は
、
事
前
相

談
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

対
象
（
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

①
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母

②
現
在
仕
事
を
し
て
い
る

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
、
ま
た
は
同
様
の
所
得

水
準
に
あ
る

④
二
年
以
上
の
課
程
を
持
っ
た
前

児
童
手
当
制
度
が
改
正

四
月
か
ら
児
童
手
当
制
度
が
改

正
さ
れ
、
三
歳
未
満
の
児
童
に
対

す
る
児
童
手
当
の
月
額
が
一
律
一

万
円
に
な
り
ま
し
た
。
六
月
支
給

分
（
二
月
〜
五
月
分
）
の
、
四
月

以
降
分
か
ら
変
更
し
ま
す
。
対
象

は
、
三
歳
の

誕
生
日
の
属

す
る
月
分
ま

で
で
す
。

三
歳
到
達

月
の
翌
月
以

降
の
児
童
手

当
の
額
、
支

給
対
象
年
齢

お
よ
び
所
得

制
限
限
度
額

は
、
現
行
の

と
お
り
で

す
。
な
お
、

今
回
の
改
正

に
伴
う
申
請

手
続
き
は
不

要
で
す
。

詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
子
育
て
支
援
課
子

育
て
支
援
担
当
・
℡
内
線
２
５

８
１

２月 ３月 ４月 ５月 ６月支給分
第１子への支給額 5,000円 5,000円 10,000円 5,000円 25,000円
第２子への支給額 5,000円 5,000円 10,000円 10,000円 30,000円
第３子への支給額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 40,000円

の
一
級
・
二
級
に
該
当
す
る
状
態

で
あ
る
か
を
認
定
し
ま
す
。
そ
の

た
め
、
障
害
者
手
帳
な
ど
の
等
級

と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

①
平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前

に
学
生
で
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間

②
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
前
に
被
用
者
（
厚
生
年
金
・

共
済
年
金
な
ど
の
加
入
者
）
の

配
偶
者
で
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間

給
付
金

支
給
額
は
、
物
価
の
変
動
に
合

わ
せ
て
毎
年
度
変
わ
り
ま
す
。
所

得
額
や
老
齢
年
金
な
ど
の
受
給
に

よ
る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。
給

付
金
は
、
請
求
の
あ
っ
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

平
成
19
年
度
支
給
額
…
一
級
＝
月

額
五
万
円$

二
級
＝
月
額
四
万

円特
別
障
害
給
付
金
の
相
談
は
、

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
障
害

の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
の
初
診
年

月
日
を
確
認
の
う
え
、
年
金
手
帳

を
持
参
し
て
、
市
民
課
（
本
庁
舎

一
階
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

＊
出
張
所
・
連
絡
所
で
は
、
受
け

付
け
て
い
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
課
国
民
年
金

担
当
・
℡
内
線
２
４
６
５
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「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ

ッ
プ
」協
賛
店
舗
な
ど
を

募
集
し
ま
す

県
は
、
中
学
生
ま
で
の
子
ま
た

は
妊
娠
中
の
方
が
い
る
家
庭
を
対

象
に
、
商
品
を
割
引
価
格
で
購
入

で
き
る
な
ど
の
優
待
を
受
け
ら
れ

る「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
」

事
業
を
始
め
ま
す
。
市
が
窓
口
と

な
っ
て
、
こ
の
事
業
の
協
賛
店
舗

な
ど
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

募
集
対
象

市
が
配
付
す
る
「
パ
パ
・
マ
マ

応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
」

を
提
示
し
た
方
に
、
代
金
割

引
・
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
へ
の
ポ

イ
ン
ト
加
点
・
無
料
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
優
待
を
す
る
店
舗
な
ど

申
し
込
み

子
育
て
支
援
課
（
本
庁
舎
二

階
）
・
商
工
振
興
課
（
本
庁
舎

五
階
）
で
配
布
す
る
「
パ
パ
・

マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
協
賛
申
込

書
」（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
５

月
15
日
惜
、
午
後
５
時
ま
で
に

商
工
振
興
課
に
提
出
（
フ
ァ
ク

ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
可
）

＊
こ
の
期
間
に
申
し
込
み
し
た
店

例）４月に３歳になる第１子と３歳未満の第２子・第３子がいる場合



自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
を
支
給
し
ま
す

母
子
家
庭
の
母
が
経
済
的
自
立

を
目
指
す
た
め
に
、
教
育
訓
練
給

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

対
象
（
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
方
、
ま
た
は
同
様
の
所

得
水
準
に
あ
る
方

講
座

支
給
額
…
受
講
料
の
四
割
（
上
限

二
十
万
、
下
限
八
千
円
）

問
い
合
わ
せ
…
子
育
て
支
援
課
家

庭
児
童
相
談
担
当
・
℡
内
線
２

５
８
５

常
用
雇
用
転
換
奨
励
金

を
支
給
し
ま
す

非
常
勤
雇
用
労
働
者
と
し
て
雇

用
し
た
母
子
家
庭
の
母
に
Ｏ
Ｊ
Ｔ

（
事
業
所
内
職
業
訓
練
）
を
実
施

し
た
あ
と
、
一
般
常
用
雇
用
労
働

者
に
す
る
と
、
事
業
主
に
対
し
て

常
用
雇
用
転
換
奨
励
金
を
支
給
し

ま
す
。

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

対
象
の
事
業
主
（
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
）

①
雇
用
保
険
の
適
用
で
あ
る

②
対
象
労
働
者
を
職
業
紹
介
機
関

の
紹
介
を
受
け
て
雇
い
入
れ
た

③
常
用
雇
用
転
換
後
、
引
き
続
き

六
か
月
以
上
雇
用
し
た

支
給
額
…
対
象
労
働
者
一
人
あ
た

り
三
十
万
円

問
い
合
わ
せ
…
子
育
て
支
援
課
家

庭
児
童
相
談
担
当
・
℡
内
線
２

５
８
５

付
の
対
象
講
座
を
受
講
し
た
場
合

に
、
支
払
っ
た
受
講
料
の
一
部
を

支
給
し
ま
す
。
申
請
に
は
、
受
講

を
開
始
す
る
前
の
事
前
相
談
が
必

要
で
す
。
申
し
込
み
方
法
な
ど
、

②
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
教

育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の

な
い
方

対
象
講
座
…
雇
用
保
険
制
度
の
教

育
訓
練
給
付
の
指
定
教
育
訓
練
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親子で出かけて
みませんか！
小さなお子さんを持つお父さん・お母さ

んのために、市内には５か所の「つどいの

広場」と７か所の「支援センター・支援室」

があります。経験豊かな保育士が、頑張り

すぎない子育てのお手伝いをしています。子育ての不安も、解決の糸口が見つかるはずで

す。子育てをもっと楽しむために、親子で出かけてみませんか。

問い合わせ…保育課管理担当・℡内線2592

つどいの広場

支援センター・支援室
場　所 曜日 時　間 対象 予約 問い合わせ

名細支援室 月～金 午前９時30分～正午 ４歳未満
必要

同支援室
（鯨井） 火・木・金 午後１時～４時30分 の子と親 ℡233ー7551
今成支援室

月～金
午前９時15分～正午 ４歳未満

必要
同支援室

（今成２丁目） 午後２時45分～４時30分 の子と親 ℡222ー8622
下田保育園支援センター

金 午前10時～11時
４歳未満

不要
同保育園

（的場北２丁目） の子と親 ℡231－0750
バンビ保育園支援センター 火

午前10時～正午
未就学児

必要
同保育園

（吉田） 第３水 と親 ℡232ー9155
風の子保育園支援センター

月～金 午前９時30分～午後４時
４歳未満

必要
同保育園

（松郷） の子と親 ℡225－1928
増美保育園支援センター

月～金 午前９時30分～午後２時30分
４歳未満

不要
同保育園

（岸町３丁目） の子と親 ℡245－2740
むさしの保育園支援センター

月～金 午前９時30分～午後４時
未就学児

必要
同保育園

（的場） と親 ℡233－4193

場　所 曜日 時　間 対象 予約 問い合わせ
川越福祉センター４階

月～金
午前９時30分～11時30分 ３歳未満

不要
保育課管理担当

（新宿町１丁目） 午後１時～３時30分 の子と親 ℡内線2592
南古谷第二保育園

水 午前９時30分～11時30分
３歳未満

不要
同保育園

（牛子） の子と親 ℡243－2767
高階保育園

金 午前９時30分～11時30分
３歳未満

不要
同保育園

（藤原町） の子と親 ℡242ー0266
神明町保育園

火 午前９時30分～11時30分
３歳未満

不要
同保育園

（神明町） の子と親 ℡222－2776
笠幡菜の花保育園

月～金 午前８時～午後１時
３歳未満

必要
同保育園

（笠幡） の子と親 ℡233－1058

川越福祉センター４階の「つどいの広場」川越福祉センター４階の「つどいの広場」川越福祉センター４階の「つどいの広場」


